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松戸市行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

松戸市行政財産使用料条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 
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松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

行政財産の使用許可に係る使用料の納付時期を指定の期日までとするため。 

 



松戸市行政財産使用料条例の一部を改正する条例 

 

松戸市行政財産使用料条例（昭和５６年松戸市条例第３９号）の一部を次の

ように改正する。 

第５条第１項を次のように改める。 

使用を許可された者は、その使用料を市長が指定する期日までに納付しな

ければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日（以下「施行日」という 。） から施行す

る。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の松戸市行政財産使用料条例第５条第１項の規定は、

施行日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う

使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。 


